
川崎市農業経営高度化支援事業補助金交付要綱 

（２川経農振第６７６号 令和３年３月３１日市長決裁） 

(通則) 

第１条 「川崎市農業経営高度化支援事業補助金」（以下「補助金」と

いう。）の交付については、「川崎市補助金等の交付に関する規則」（平

成１３年川崎市規則第７号）によるほか、この要綱に定めるところに

よる。 

 

(目的 ) 

第２条 この要綱は、認定農業者等が農業経営基盤強化促進法（昭和５

５年５月２８日法律第６５号。以下「法」という。）第１２条第１項

の認定を受けた農業経営改善計画（認定が確実な計画を含む。）又は

法第１４条の４第１項の認定を受けた青年等就農計画に基づく生産

財への投資に要する経費及び農業経営の多角化・改善に向けた新た

な取り組みに対し補助金を交付することにより、供給力及び収益力

の増強による所得の増大を図るとともに、農業経営が持続的に発展

し、農業担い手の確保に寄与することを目的とする。 

 

(定義 ) 

第３条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ

当該各号に定めるものとする。 

(１ ) 認定農業者等 

法第６条の規定により市が定めた「農業経営基盤の強化の促進に

関する基本的な構想」に掲げる目標を達成できる農業経営改善計画

を自ら作成し、法第１２条第１項に基づく認定を市から受けた者又

は認定を受ける意思のある者又は法第１４条の４第１項に基づく青

年等就農計画の認定を受けた者 

(２ ) 農用地 

農地又は農業用施設用地をいう。 

(３ ) 生産財 



農地を除く農業生産に必要な建築物その他の工作物並びに設備、

機械その他の什器備品をいう。 

(４ ) 先端技術 

市内の慣行栽培では使用されていない、まだ普及途上の栽培技術

をいう。 

(５ ) 作目転換 

普通作物、園芸作物若しくは特用作物などの作物の分類間、露地栽

培、施設栽培などの栽培形態間又は主力作物（粗収入の２分の１以上

を占める品目をいう。）の転換をいう。 

(６ ) 生産性向上 

単位土地面積当たり又は単位労働投下時間当たりの生産額の向上

をいう。 

(７ ) 六次産業化 

地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域

の農林水産物の利用促進に関する法律（平成２２年１２月３日法律

第６７号）第３条第３項に規定する「農林漁業及び関連事業の総合化」

（地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等を図るた

め、単独又は共同の事業として農林水産物等の生産及びその加工又

は販売を一体的に行う事業活動であって、農林水産物等の価値を高

め、又はその新たな価値を生み出すことを目指したもの）をいう。 

 

(対象者) 

第４条 補助金の交付の対象者（以下、「補助金交付対象者」という。）

は、認定農業者等で、次の各号のいずれかの要件を満たす、川崎市に

住所を有する農業を営む者又は本店が所在する農業生産法人を対象

とする。 

(１ ) 生産財への投資に対しては、別表第１のいずれかに該当する投資

で、補助金交付対象者の農業経営改善計画の達成に向けた関連性

があること。（補助金交付決定までに農業経営改善計画又は同計画

変更について認定を受けるものを含む。） 



(２ ) 農業経営の多角化・改善に向けた新たな取り組みへの投資に対し

ては、別表第２のいずれかに該当している投資であること。 

２  次の各号のいずれかに該当する者は、補助金交付対象者にならな

いものとする。なお、第４号については川崎市暴力団排除条例（平成

24 年川崎市条例第５号。以下「暴力団排除条例」という。）第８条の

規定に基づき交付しない。 

(１ ) 第 10 条第２項もしくは第３項に規定する交付決定の前に、既に

事業を実施している又は事業を終了している者。 

(２ ) 同一内容、同一経費、もしくは申請年度の前年度に同一施設・設

備等に対し、既に川崎市の助成制度による助成を受けている者又

は採択が決定している者。 

(３ ) 市民税を滞納している者。 

(４ ) 暴力団排除条例第２条第１号に規定する暴力団、第２号に規定す

る暴力団員、第３号に規定する暴力団員等又は第５号に規定する

暴力団経営支配法人等 

(５ ) 上記各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める者。 

 

(補助対象事業費) 

第５条 補助の対象、補助率及び補助限度額は、別表第１及び第２のと

おりとする。 

２  国、神奈川県、その他の団体から同様の補助金等（以下「その他の

補助金」という。）を受ける場合は、補助金の額は補助対象経費から

その他の補助金の補助金額を差し引いた額の２分の１以内とする。

なお、その他の補助金を併用する場合、補助事業者の自己負担額は、

補助対象経費の４分の１を下回らないこととする。 

  

(事業の実施申出等) 

第６条 事業を実施したい農業者（以下、「事業実施希望者」という。）

の中で、法第１２条第１項の認定を受けていないが、認定を受ける意

思のある者は、市長が別に定める期間内に川崎市農業経営高度化支



援事業実施申出書（第１号様式）を市長に提出しなければならない。 

２  前項の申し出をした事業実施希望者は、補助金交付決定までに農

業関係機関又は農業経営に知見を有するものの助言・指導を受けな

ければならない。 

 

(交付申請) 

第７条 別表第１の事業実施希望者は、市長が別に指定する日までに川

崎市農業経営高度化支援事業補助金（生産向上等支援事業）交付申請

書（第２－１号様式）のほか、別表第１に掲げる書類を添付して市長

に提出しなければならない。 

２  別表第２の事業実施希望者は、市長が別に指定する日までに川崎

市農業経営高度化支援事業補助金（経営改善支援事業）交付申請書

（第２－２号様式）のほか、別表第２に掲げる書類を添付して市長に

提出しなければならない。 

３  市長は、暴力団排除条例第８条の規定に基づき、必要があると認め

たときは、事業実施希望者が排除対象者であるか否かについて神奈

川県警察本部に照会することができる。ただし、個人情報の提供につ

いて、あらかじめ事業実施希望者の同意を得るものとする。 

４  第１項又は第２項に基づく申請は、同一申請者につき申請のあっ

た年度内にいずれか１件までとする。 

 

(事前着手申請) 

第８条  別表第１の事業について、申請者は前条第１項に規定する交

付申請書を市長に提出した後、第１１条第２項に規定する交付決定

の前に事業に着手しようとする場合は、事前に川崎市農業経営高度

化支援事業補助金事前着手申請書（第４号様式）を提出しなければな

らない。ただし、事前の着手は次のいずれかに該当する場合に限る。 

(１ )  事前に着手しなければ、年度内に事業が完了しない場合。 

(２ )  その他市長が必要と認めるとき。 

 



(事前着手の承諾) 

第９条 市長は、前条の事前着手申請書の提出があった場合、その内容

を審査のうえ、着手の可否を決定し、その結果について川崎市農業経

営高度化支援事業補助金事前着手承諾通知書（第５－１号様式）又は

不承諾通知書（第５－２号様式）により通知するものとする。 

２  前項により事前着手を承諾した場合は、第４条第２項第１号の規

定は適用しないものとする。 

 

(交付決定に係る審査) 

第 10 条  市長は、別表第１の事業について事業の交付審査に当たり専

門的な知識を有する者の意見を求めるため、川崎市附属機関設置条

例（平成２７年３月２３日条例第１号）（以下「条例」という。）別表

に規定する川崎市農業振興計画推進委員会が同条例第８条に基づき

設置する、事業の交付に関する審査を目的とする部会（以下「審査部

会」という。）に諮問することができる。 

２  条例第８条第３項に規定する部会長は、事業実施希望者に事業の

提案をさせ審査の参考にしなければならない。 

３  審査部会は、条例第４条第２項に規定する委員及び同条第３項に

規定する臨時委員の意見を集約し、農業経営改善計画の達成が確実

でかつ、次の各号に掲げる効果が著しいものを優先し、事業採択の可

否及び交付すべき補助金の額について、意見を付して市長に答申す

るものとする。 

(１ ) 所得向上効果 

(２ ) 生産性向上効果（生産工程等の改善効果も含む） 

(３ ) 事業実施による他の農業者への波及効果（栽培技術の向上や担い

手の育成、地域農業の活性化等） 

 

(交付決定) 

第 11 条  市長は、別表第１の事業について前条第３項に規定する審査

部会の答申を尊重し、交付を決定するよう努めるものとする。 



２ 市長は、別表第１の事業の交付の可否を決定したときは、その結果

について川崎市農業経営高度化支援事業補助金（生産向上等支援事

業）交付決定通知書（第６－１号様式）又は不交付決定通知書（第６

－２号様式）により通知するものとする。 

３  市長は、別表第２の事業についてその内容を審査のうえ、補助金交

付の可否を決定し、その結果について川崎市農業経営高度化支援事

業補助金（経営改善支援事業）交付決定通知書（第６－３号様式）又

は不交付決定通知書（第６－４号様式）により補助金交付申請者に通

知するものとする。 

４  第３項及び前条の審査に際し、市長が必要と認めるときは、第７条

の申請に係る関係書類の提出を求め、又は現地調査等により、その内

容に関し調査を行うことができる。 

 

(申請の取下げ) 

第 12 条  前条第２項及び第３項の規定により補助金の交付決定を受け

たものは、当該通知に係る交付決定の内容又はこれに付された条件

に不服があるときは、申請の取下げをすることができる。 

２  補助金の交付の申請を取下げようとするときは、前条第２項及び

第３項に規定する交付決定の通知を受けた日から１４日以内にその

旨を記載した書面を市長に提出しなければならない。 

３  前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る

交付決定はなかったものとみなす。 

 

(変更・中止の申請) 

第 13 条  第１１条の規定により補助金の交付決定を受けた者（以下、

「補助事業者」という。）は、補助金の交付決定を受けた事業（以下、

「補助事業」という。）について、その内容を変更し、または中止し

ようとする場合は、速やかに川崎市農業経営高度化支援事業補助金

交付変更（中止）承認申請書（第７－１号様式）を市長に提出しなけ

ればならない｡ ただし、次の各号に掲げる軽微な変更については、こ



の限りではない。 

(１ )事業実施期間を短縮するとき。 

(２ )事業計画書に記載の事業内容に変更を及ぼさない範囲で事業の一

部を中止する場合であって、補助対象経費から該当部分を除算する

場合 

(３ )同一費目において経費の配分を変更する場合であって、変更を要

する金額が補助対象経費の合計額の３割以内となる場合 

(４ )費目間での経費の配分を変更する場合であって、変更を要する金

額が補助対象経費の合計額の３割以内となる場合 

(５ )補助対象経費を増額する場合であって、補助金額に変更が生じな

い場合 

(６ )その他、市長が軽微な変更と認める場合 

 

(交付決定の変更・中止) 

第 14 条  市長は、前条の変更（中止）申請書の提出があった場合にお

いて、補助金変更又は中止の決定をしたときは、川崎市農業経営高度

化支援事業補助金変更（中止）決定通知書（第７－２号様式）により

補助事業者に通知するものとする。 

 

(市内中小企業者への優先発注) 

第 15 条  補助事業者は、補助金の交付決定額が１００万円を超え、か

つ補助事業等に係る工事の発注、物品及び役務の調達等を行う場合

において、次のいずれかに該当するときは、市内中小企業者（川崎市

補助金等の交付に関する規則（平成 13 年３月２１日規則第７号）第

５条第２項にいう中小企業者。以下同じ。）により入札を行い、又は

２者以上の市内中小企業者から見積書の取得を行わなければならな

い。ただし、市長が契約の性質上これらの方法により難いと認める場

合又はその必要がないと認める場合は、この限りでない。 

(１ ) １件の金額が１００万円を超えるとき。 

(２ ) その他市長が必要と認めるとき。 



 

(事業着手届) 

第 16 条  補助事業者は、別表第１の事業について、第１１条第２項の

規定により補助事業を着手したときは、速やかに川崎市農業経営高

度化支援事業着手届(第８号様式)を市長に提出しなければならない。

ただし、第９条第 1 項に規定する事前着手の承諾を受けている場合

を除く。 

 

(事業完成届) 

第 17 条  補助事業者は、別表第１及び第２の事業によって行う工事、

委託又は購入等が完了したときは、速やかに川崎市農業経営高度化

支援事業完成届(第９号様式)を市長に提出しなければならない。 

 

(事業実績報告) 

第 18 条  補助事業者は、事業が完了したときは、川崎市農業経営高度

化支援事業実績報告書 (第１０号様式)に、別表第１又は第２に掲げ

る書類を添付して、第１１条に規定する交付決定を行った年度に属

する３月１５日までに市長に提出しなければならない。 

２  第１５条に該当する補助事業者は、別表第１及び別表第２に掲げ

る発注実績報告書（第１１号様式）については、対象経費のうち、１

件の金額が１００万円を超える支出となる案件について記載するも

のとし、市内中小企業者による入札、又は２者以上の市内中小企業者

から見積書を取得した場合は、結果の分かる書類の写しを添付する

ものとする。 

３  補助事業者等は、第１５条の規定に基づき市内中小企業者から見

積書を取得する場合は、市内中小企業者であることの誓約書（第１２

号様式）を提出させるものとする。ただし、川崎市の競争入札の参加

資格者名簿に登載され地域区分が市内かつ企業規模が中小として登

載されている者、又は当該補助事業者に対して直近の４月１日以降

に記載内容（住所、商号又は名称、代表者職氏名、資本金の額、職員



総数）に変更がない誓約書を提出した者を除く。 

４  別表第１に掲げる入札（見積り）が行えないことに係る理由書（第

１３号様式）については、第１５条のただし書の規定により、市内中

小企業者による入札又は２者以上の市内中小企業者から見積を取得

し難い事由がある場合に提出するものとする。 

 

(補助金額の確定) 

第 19 条  市長は、前条の書類の提出を受けた後、速やかに書類の審査

及び必要に応じて現地調査の実施等により内容を検査するものとす

る。 

２  市長は、前項による審査を行い、適正であると認められるときは、

補助金交付額を確定し、川崎市農業経営高度化支援事業補助金交付

確定通知書（第１４号様式。以下、「確定通知書」という。）により、

補助事業者に通知するものとする。ただし、確定額及び交付決定額が

同一である場合は、確定通知書を省略することができる。 

 

(補助金の請求及び交付) 

第 20 条  補助事業者は、前条に基づく通知を受理した後、速やかに市

長に補助金の適正な請求書を提出しなければならない。 

２  市長は、前項の請求書に基づき、補助金を交付するものとする。 

 

(財産の処分の制限) 

第 21 条  補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加

した財産（以下「取得財産等」という。）のうち、取得価格又は効用

の増加した価格が単価３０万円以上のものについて、市長の承認を

受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、

貸し付け、取り壊し、又は担保に供してはならない。ただし、補助事

業者の死亡等を理由とする場合はこの限りでない。なお、補助金交付

規則第１７条ただし書きの補助金等の交付の目的及び取得財産等の

耐用年数を勘案して市長が定める期間は５年間とする。 



 

(交付決定の取消し等) 

第 22 条  市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、

補助金の交付決定の全部又は一部を取消し、既に交付した補助金の

全部又は一部を返還させることができる。 

(１ ) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

(２ ) 補助金を補助事業以外の他の用途に使用したとき。 

(３ ) 補助金の交付を受けるまでに第４条第１項に定める要件を欠く

ことになったとき。 

(４ ) 補助金の交付決定の内容、又はこれに付した条件、その他法律等

に基づき市長が行った指示、若しくは命令に違反したとき。 

(５ ) 前条の処分の制限に反して処分したとき。 

 

(返還額) 

第 23 条  市長が前条の規定により、既に交付した補助金の全部または

一部の返還を命じた際は、補助事業者は、返還命令の対象となる資産

（以下「返還対象資産」という。）ごとに、第２１条に規定する期間

（以下、「事業継続期間」）から返還事由発生までの期間を減じて、事

業継続期間で除した値に返還対象資産ごとの補助金を乗じた額（小

数点以下切捨て）の合計額を返還するものとする。ただし、当該返還

対象資産の耐用年数が事業継続期間より短いときは、事業継続期間

ではなく耐用年数を用いることとする。なお、この規定に基づき助成

対象事業者の返還する額を算出することが適当でないと市長が認め

る場合はこの限りではない。 

 

(加算金及び延滞金) 

第 24 条  補助事業者は、第２２条の規定により補助金の返還を命ぜら

れたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの

日数に応じ、当該補助金の額（その一部を納付した場合におけるその

後の期間については、すでに納付した額を控除した額）につき、年



10.95 パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければな

らない。 

２  第１項の規定により加算金を納付しなければならない場合におい

て、補助事業者の納付した金額が返還を命ぜられた補助金の額に達

するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金の額

に充てられるものとする。 

３  補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納付期日までに納

付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、

その未納額（その一部を納付した場合におけるその後の期間につい

ては、すでに納付した額を控除した額）につき年 10.95 パーセント

の割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。 

 

(書類の保管) 

第 25 条  補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした

帳簿を整備し、補助金の交付を受けた日の属する年度から５年間保

管しておかなければならない。 

 

(実施状況の調査等) 

第 26 条  市長は、補助事業の適正な遂行を確保するため必要と認めた

ときは、書面の提出を求め、又は現地調査等により、補助事業に係る

帳簿等の関係書類や設備等、実施状況について調査を行うことがで

きる。 

 

(事業完成後のフォローアップ) 

第 27 条  市長は、補助事業者に対し補助事業の実施状況等について、

報告を求めることができる。 

２  補助事業者は、農業経営改善計画の達成に向けて、農業関係機関又

は農業経営に知見を有するもの等によるフォローアップを受けるよ

う努めなければならない。 

 



(事業成果の普及) 

第 28 条  補助事業者は、市長が補助事業の成果を普及するための事業

等を行うときは、これに協力するように努めなければならない。 

 

(その他) 

第 29 条  この要綱の実施に関し必要な事項は、経済労働局長が定める。 

 

附  則  

（施行期日） 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 

附  則  

（施行期日） 

この要綱は、令和３年８月４日から施行する。 

 

附  則  

（施行期日） 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

 

附  則  

（施行期日） 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 

附  則  

（施行期日） 

この要綱は、令和６年１月１日から施行する。 

 

附  則  

（施行期日） 

この要綱は、令和６年４月２４日から施行する。 



附 則  

（施行期日） 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 
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（別表第１） 

【生産向上等支援事業】 

事業区分 生産向上等支援事業 

補助対象事業 次の各号のいずれかに該当する事業であること。 

（１）先端技術の設備又は機械機器の導入 

（２）作目転換を行う際の施設、設備又は機械機器の導

入 

（３）生産性向上に資する設備又は機械機器の導入 

（４）６次産業化のための施設、設備、移動販売車又は

機械機器の導入 

補助対象経費 補助の対象は、次の各号に掲げる事業費とする。 

（１）建築物又は工作物の工事費（電気工事等の付帯工

事を含む。） 

（２）設計委託料 

（３）設備購入費（設置費及び運搬費を含む。） 

（４）機械機器購入費（設置費及び運搬費を含む。） 

（５）移動販売車購入費又は整備・改修費 

（６）その他市長が認めるもの。 

補助対象外事業 次の事業は補助対象としない。 

（１）川崎市の他の補助金の対象となっている事業 

（２）公序良俗に反する事業 
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補助対象外経費 １ 本事業の実施に必要な経費であっても、次の経費は補

助対象としない。 

（１）消費税及び地方消費税 

（２）経常的な取組及び設備又は機械機器の買い替え 

（３）事業実施主体の維持管理経費 

（４）契約書及び領収書の作成に係る経費 

（５）事業実施主体が自費又は他の補助により実施中の

事業を本事業に切り替えるもの 

（６）現金払いまたは金融機関からの振込払い以外によ

り支払いが行われているもの 

（７）ポイントを用いて支払いをした分の経費 

（８）農産物を生産するための経費（種苗代、肥料や飼

料等の資材費） 

（９）汎用性の高いものを購入するための経費 

（１０）事業の期間中に発生した事故・災害の処理のた

めの経費 

（１１）その他市長が不適当と認めるもの 

２ 次の場合は、補助対象としない。 

（１）支払が翌年度となる場合 

（２）支出を確認できる書類が無い場合 

（３）経費の区分ができない場合（他の経費と一括で請

求され、明細書等の確認ができない場合等） 

（４）中古品・オークション等で購入する場合 

補助率 補助対象経費の合計額の１／２以内とする。 

補助上限額 ２００万円とする。ただし、各年度の予算の範囲内とす

る。 

補助金の額 算出した補助金額に千円未満の端数があるときは、その

端数金額を切り捨てる。 

交付申請書類 （１）事業計画に関する資料 
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（２）農業経営改善計画（新たに認定又は変更の認定を

受ける場合はその案）又は青年等就農計画 

（３）農業経営改善計画認定書の写し及び当該認定に係

る農業経営改善計画（既に認定を受けている場合に限

る。）又は青年等就農計画認定書の写し 

（４）事業の概要及び費用がわかる資料（カタログ、技

術資料、設計図書、見積書等） 

（５）施設の設置を伴う場合は土地の位置、区域及び面

積並びに使用権原に係る資料（案内図、登記所に備え付

けてある地図又は地図に準ずる図面及び登記事項証明書

など） 

（６）農業所得に関する確定申告書の写し 

（７）暴力団員などに該当しないことの誓約書及び同意

書（第３号様式） 

（８）市民税納税証明書 

（９）その他市長が必要と認める資料 

実績報告書類 （１）事業報告書 

（２）補助対象事業に係る支払いを証する書類の写し 

（３）発注実績報告書 

（４）誓約書 

（５）入札（見積り）が行えないことに係る理由書 

（６）その他市長が必要と認める資料 

※（３）～（５）は、第１５条に該当する場合 

 

（別表第２） 

【経営改善支援事業】 

事業区分 経営改善支援事業 

補助対象事業 次の各号のいずれかに該当する事業であること。 

１市内産農産物の販売促進 
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（１）高付加価値・ブランド化事業 

（２）販路拡大のための事業 

２市内産農産物を使った商品開発 

（１）６次産業化のための商品開発・製造に係る経費 

（２）マーケティングに係る経費 

３労働時間削減に資する事業（生産に関わるものを除

く） 

補助対象経費 補助の対象は、次の各号に掲げる事業費とする。 

（１）広告掲載のための印刷費、広告料 等 

（２）ＰＲ用のチラシ、パンフレット、のぼり、看板等

の製作のためのデザイン代、製作費等 

（３）オリジナルロゴ及び出荷箱・袋・シールの製作の

ためのデザイン代、製作費、デザイン使用料 等 

（４）ホームページやデータベース、映像等の無形物の

制作委託費 等 

（５）直売所の設置又は改修費（運搬費を含む。） 

（６）農産物自動販売機の設置費（運搬費を含む。） 

（７）農産加工品の開発・製造に必要な経費 等 

（８）調査・分析にかかる委託料 等 

（９）労働時間削減に資する機械機器の導入費（設置費

及び運搬費を含む。） 

（１０）その他市長が認めるもの 

補助対象外事業 次の事業は補助対象としない。 

（１）川崎市の他の補助金の対象となっている事業 

（２）公序良俗に反する事業 
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補助対象外経費 １ 本事業の実施に必要な経費であっても、次の経費は補

助対象としない。 

（１）消費税及び地方消費税 

（２）経常的な取組及び単純更新 

（３）事業実施主体の維持管理経費 

（４）契約書及び領収書の作成に係る経費 

（５）事業実施主体が自費又は他の補助により実施中の

事業を本事業に切り替えるもの 

（６）現金払いまたは金融機関からの振込払い以外によ

り支払いが行われているもの 

（７）ポイントを用いて支払いをした分の経費 

（８）農産物を生産するための経費（種苗代、肥料や飼

料等の資材費） 

（９）汎用性の高いものを購入するための経費 

（１０）事業の期間中に発生した事故・災害の処理のた

めの経費 

（１１）市長が不適当と認めるもの 

２ 次の場合は、補助対象としない。 

（１）支払が翌年度となる場合 

（２）支出を確認できる書類が無い場合 

（３）経費の区分ができない場合（他の経費と一括で請

求され、明細書等の確認ができない場合等） 

（４）中古品・オークション等で購入する場合 

３ 注意事項 

事業の実施（商品開発に伴う試作品の販売等）により発

生した収入がある場合は、事業を実施するために要した

経費から当該収入（参加費の徴収額、試作品の販売額

等）を差し引いた額を補助対象経費とすること 

補助率 補助対象経費の合計額の１／２以内とする。 
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補助上限額 ７５万円とする。ただし、各年度の予算の範囲内とす

る。 

補助金の額 算出した補助金額に千円未満の端数があるときは、その

端数金額を切り捨てる。ただし、補助申請額が１０万円

未満の場合は本事業の対象外とする。 

交付申請書類 （１）事業計画に関する資料 

（２）農業経営改善計画（新たに認定又は変更の認定を

受ける場合はその案）又は青年等就農計画 

（３）農業経営改善計画認定書の写し及び当該認定に係

る農業経営改善計画（既に認定を受けている場合に限

る。）又は青年等就農計画認定書の写し 

（４）事業の概要及び費用がわかる資料（カタログ、技

術資料、設計図書、見積書等） 

（５）看板又は農産物自販機の設置、直売所の設置又は

改修、その他施設や設備の設置を伴う場合は、設置する

場所の土地の位置、区域及び面積並びに使用権原に係る

資料（案内図、登記所に備え付けてある地図又は地図に

準ずる図面及び登記事項証明書など） 

（６）農業所得に関する確定申告書の写し 

（７）暴力団員などに該当しないことの誓約書及び同意

書（第３号様式） 

（８）市民税納税証明書 

（９）その他市長が必要と認める資料 

実績報告書類 （１）事業報告書 

（２）補助対象事業に係る支払いを証する書類の写し 

（３）その他市長が必要と認める資料 
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第１号様式（第６条第１項関係） 

 

川崎市農業経営高度化支援事業実施申出書 

 

  年  月  日 

（宛先）川 崎 市 長 

事業予定者住所                  

(法人にあっては本店又は主たる事務所の所在地) 

名     称                  

（代表者）氏名                  

 

 農業経営高度化支援事業を実施したいので、川崎市農業経営高度化支援事業補助金

交付要綱第６条第１項に基づき申し出ます。 

また、農業経営改善計画の認定又は変更認定に当たり、助言・指導を受けることを

申し出ます。 
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第２－１号様式（第７条第１項関係） 

 

川崎市農業経営高度化支援事業補助金（生産向上等支援事業）交付申請書 

 

  年  月  日 

（宛先）川 崎 市 長 

申 請 者 住 所                  

(法人にあっては本店又は主たる事務所の所在地) 

名     称                  

（代表者）氏名                  

 

 川崎市農業経営高度化支援事業補助金交付要綱第７条第１項に基づき、次の各号に

掲げる書面を添付して交付の申請をいたします。 

  

添付資料 

１ 事業計画書 

２ 農業経営改善計画（新たに認定又は変更の認定を受ける場合はその案） 

３ 農業経営改善計画認定書の写し及び当該認定に係る農業経営改善計画（既に認定

を受けている場合に限る。） 

４ 事業の概要及び費用がわかる資料（設計図書、カタログ、技術資料、見積書等） 

５ 施設の設置を伴う場合は土地の位置、区域及び面積並びに使用権原に係る資料 

６ 農業所得に関する確定申告書の写し 

７ 暴力団員などに該当しないことの誓約書及び同意書（第３号様式） 

８ 市民税納税証明書 

９ その他市長が必要と認める資料 
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事 業 計 画 書 

（生産向上等支援事業） 

 

                      氏名             

１ 現状の課題 

 

 

 

 

 

 

２ 事業の目的 

 

 

 

 

 

３ 事業内容                        （単位：円） 

事  業  種  目 
先端技術    作目転換   生産性の向上 

六次産業化  （該当に〇） 

事  業  内  容 

 

 

 

 

 

施  工  箇  所  

事 業 実 施 期 間   年  月  日 ～  年  月  日 

完 成 予 定 年 月 日   年  月  日 
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４ 事業実施による効果 

【農業所得の向上効果】 

○農業所得の拡大 

 

 

○持続性・安定性 

 

 

○費用対効果 

 

 

【生産性向上効果】 

○生産性の向上 

 

 

【他の農業者への波及効果】 

○波及効果 

 

 

○新規性 

 

 

【申請事業の妥当性】 

 

 

 

５ 事業実施スケジュール（工事や建築物・機械設置の予定） 
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６ 資金計画 

(１）資金使途                           （単位：円）  

費 目 
金 額 

（消費税抜き額） 
摘要（内訳等） 

 工事費   

設計委託料   

設備購入費   

機械機器購入費   

その他   

補助対象経費の計①   

補助対象外経費   

総事業費   

 

（２）資金調達                        （単位：円）  

費 目 金  額 摘 要 

 補助申請額（３）  川崎市農業経営高度化支援事業 

その他補助金額の計②  資金名： 

借入金   

自己資金   

総事業費  （１）の総事業費と同額 

 

（３）補助申請額 

      ｛補助対象経費の計（①）－その他補助金額の計（②）｝×１／２ 

＝       円（千円未満切り捨て） 

 

ただし、下記アからエまでを踏まえて申請額を記載すること。 

ア 補助率は補助対象経費の合計額（①）の１／２以内とする。 

イ 補助上限は２００万円とする。（但し予算の範囲内） 

ウ 千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。 

エ 国、県、その他団体から同様の補助金等を併用する場合、自己負担額（借入金含む）    

は、補助対象経費の合計額の１／４を下回らないこととする。 
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７ 農業経営の収支計画                       （単位：円） 

項 目 直近の申告 実施３年後計画値 摘 要 

収入（販売金額）①    

支 

出 

種苗・肥料・農具費等    

雇人費（専従者給与除く）    

通信・光熱水・燃料費    

減価償却費    

その他経費    

支出合計②    

差引額（①－②）    
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第２－２号様式（第７条第２項関係） 

 

川崎市農業経営高度化支援事業補助金（経営改善支援事業）交付申請書 

 

  年  月  日 

（宛先）川 崎 市 長 

申 請 者 住 所                  

(法人にあっては本店又は主たる事務所の所在地) 

名     称                  

（代表者）氏名                  

 

 川崎市農業経営高度化支援事業補助金交付要綱第７条第２項に基づき、次の各号に

掲げる書面を添付して交付の申請をいたします。 

 

添付資料 

１ 事業計画書 

２ 農業経営改善計画（新たに認定又は変更の認定を受ける場合はその案） 

３ 農業経営改善計画認定書の写し及び当該認定に係る農業経営改善計画（既に認定

を受けている場合に限る。） 

４ 事業の概要及び費用がわかる資料（設計図書、カタログ、技術資料、見積書等） 

５ 看板又は農産物自販機の設置、直売所の設置又は改修を伴う場合は土地の位置、

区域及び面積並びに使用権原に係る資料 

６ 農業所得に関する確定申告書の写し 

７ 暴力団員などに該当しないことの誓約書及び同意書（第３号様式） 

８ 市民税納税証明書 

９ その他市長が必要と認める資料 
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事 業 計 画 書 

（経営改善支援事業） 

 

                      氏名             

１ 現状の課題 

 

 

 

 

２ 事業の目的 

 

 

 

 

３ 事業内容                          （単位：円） 

事  業  種  目 
高付加価値・ブランド化  販路拡大  ６次産業化 

マーケティング  労働時間削減   （該当に〇） 

事  業  内  容 

 

 

 

 

施  工  箇  所  

事 業 実 施 期 間   年  月  日  ～  年  月  日 

完 成 予 定 年 月 日   年  月  日 

 
４ 事業実施による効果 

(例)売上の向上又は労働時間の削減、(例)持続性・安定性、(例)費用対効果 
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５ 事業実施スケジュール（工事や建築物・機械設置の予定） 

 

 

６ 資金計画 

（１）資金使途                         （単位：円） 

費 目 
金 額 

（消費税抜き額） 
摘要（内訳等） 

 広告宣伝費   

製作費・委託費   

設置費・改修費   

機械機器導入費   

その他   

補助対象経費の計①   

補助対象外経費   

総事業費   

（２）資金調達                   （単位：円） 
費 目 金  額 摘 要 

 補助申請額（３）  川崎市農業経営高度化支援事業 

その他補助金額の計②  資金名： 

借入金   

自己資金   

総事業費  （１）の総事業費と同額 

（３）補助申請額 

      ｛補助対象経費の計（①）－その他補助金額の計（②）｝×１／２ 

＝       円（千円未満切り捨て） 

 
ただし、下記アからエまでを踏まえて申請額を記載すること。 
ア 補助率は補助対象経費の合計額（①）の１／２以内とする。 
イ 補助上限は２００万円とする。（但し予算の範囲内） 
ウ 千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。 
エ 国、県、その他団体から同様の補助金等を併用する場合、自己負担額（借入金 
含む）は、補助対象経費の合計額の１／４を下回らないこととする。 
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第３号様式（第７条第３項関係）   

年   月   日  

暴力団員などに該当しないことの誓約書及び同意書 

  

（宛先）川崎市長 あて  

所 在 地 

法人等名称 

代表者氏名                  

 

川崎市農業経営高度化支援事業の申請にあたり、川崎市暴力団排除条例第２条第１号から第３号、

５号に該当するもの及び暴力団員等と密接な関係を有すると認められるもの（以下「排除対象者」

という。）に該当しないことを誓約します。  

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、交付決定の取消等のその他の不利益

を被ることとなっても異議は一切申し立てません。 

また、次の者については、役員に排除対象者がいないことを確認するため、本様式に記載された

情報を、必要に応じ、神奈川県警察本部に照会することについて、同意します。 

役 員 等 氏 名 一 覧 表 

役職名 
（フリガナ） 

氏  名 
生年月日 

性

別 
住所 

 

 

(              ) 

 

T、S、H  

・ ・  

  

 

 

(              ) 

 

T、S、H  

・ ・  

  

 (              ) 

 

T、S、H  

・ ・  

  

 (              ) 

 

T、S、H  

・ ・  

  

（注１）法人その他の団体においては全ての役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこ

れらに準ずる者をいう。）を記載してください。 
（注２）性別は任意記載。ただし、照会時に性別が必要となった場合には教えていただく場合が    

ございます。 
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第４号様式（第 8 条関係） 

 

川崎市農業経営高度化支援事業 

事前着手申請書 

 

  年  月  日 

（宛先）川 崎 市 長 

申 請 者 住 所                  

(法人にあっては本店又は主たる事務所の所在地) 

名     称                  

（代表者）氏名                  

 

   年  月  日付けで交付申請した川崎市農業経営高度化支援事業について、

交付決定の通知を受ける前に当該事業に着手しますので、川崎市農業経営高度化支援

事業補助金交付要綱第 8 条に基づき関係書類を添えて申請します。 

 なお、審査の結果、交付申請額とは異なる交付決定、もしくは不交付決定がなされ

た場合でも、異議は一切申し立てません。 

 

１ 事前着手の理由 

                                       

                                       

２ 事前着手予定日 

 

３ 完成予定日 

 

４ 添付書類 

（１） 事前着手の必要性を示す書類（工事工程表など） 

（２） その他市長が必要と認める書類 
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第５－１号様式（第９条第１項関係） 

川   第   号 

  年  月  日 

 

申 請 者 住 所                   

(法人にあっては本店又は主たる事務所の所在地) 

名     称                   

（代表者）氏名                   様 

 

川崎市農業経営高度化支援事業補助金事前着手承認通知書 

 

   年  月  日付けで申請のあった川崎市農業経営高度化支援事業補助金の事

前着手については、川崎市農業経営高度化支援事業補助金交付要綱第 9 条第 1 項に基

づき内容を審査した結果、次の条件を付けて承認しましたので、通知します。 

 

 

川崎市長                 

 

条件 

１ 交付申請額とは異なる交付決定、もしくは不交付決定を受けた場合、異議を一切申し立

てないこと。 

２ その他、川崎市農業経営高度化支援事業補助金交付要綱の規定を遵守すること。 

３                                      

 

 

 

 

担当 

                       連絡先 
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第５－２号様式（第９条第１項関係） 

川   第   号 

  年  月  日 

 

申 請 者 住 所                   

(法人にあっては本店又は主たる事務所の所在地) 

名     称                   

（代表者）氏名                   様 

 

川崎市農業経営高度化支援事業補助金事前着手不承認通知書 

 

   年  月  日付けで申請のあった川崎市農業経営高度化支援事業補助金の事

前着手については、川崎市農業経営高度化支援事業補助金交付要綱第 9 条第 1 項に基

づき内容を審査した結果、不承認としましたので、通知します。 

 

 

川崎市長                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当 

                       連絡先 
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第６－１号様式（第 11 条第２項関係） 

川崎市指令   第   号 

 

申 請 者 住 所                   

(法人にあっては本店又は主たる事務所の所在地) 

名     称                   

（代表者）氏名                   様 

 

川崎市農業経営高度化支援事業補助金（生産向上等支援事業）交付決定通知書 

 

   年  月  日付けで申請のあった川崎市農業経営高度化支援事業補助金につ

いては、川崎市農業経営高度化支援事業補助金交付要綱第 11 条第１項に基づく審査部

会の答申を踏まえて審査した結果、同条第２項により、次の条件を付けて交付するこ

とを決定しましたので通知します。 
 

     年  月  日 
 

川崎市長                 

 

  交付決定金額          円 

条件 

１ 本補助金は、川崎市農業経営高度化支援事業補助金交付要綱の規定による目的以外の事

業に使用してはならない。 

２ 本補助金の交付決定を受けたときには、事業完成後、川崎市農業経営高度化支援事業完

成届（第９号様式）及び同実績報告書（第１０号様式）を提出すること。 

３ その他、川崎市農業経営高度化支援事業補助金交付要綱の規定を遵守すること。 

４                                      

（備考）当該通知に係る補助金の交付の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、通知を

受けた日から起算し１４日以内に申請の取り下げをすることができる。 

担当 

                       連絡先 
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第６－２号様式（第 11 条第２項関係） 

川崎市指令   第   号 

 

申 請 者 住 所                   

(法人にあっては本店又は主たる事務所の所在地) 

名     称                   

（代表者）氏名                   様 

 

川崎市農業経営高度化支援事業補助金（生産向上等支援事業）不交付決定通知書 

 

   年  月  日付けで申請のあった川崎市農業経営高度化支援事業補助金につ

いては、川崎市農業経営高度化支援事業補助金交付要綱第 11 条第１項に基づく審査部

会の答申を踏まえて審査した結果、同条第２項により、不交付とすることを決定しま

したので通知します。 

 

     年  月  日 

 

川崎市長                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当 

                       連絡先 
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第６－３号様式（第 11 条第３項関係） 

川崎市指令   第   号 

 

申 請 者 住 所                   

(法人にあっては本店又は主たる事務所の所在地) 

名     称                   

（代表者）氏名                   様 

 

川崎市農業経営高度化支援事業補助金（経営改善支援事業）交付決定通知書 

 

   年  月  日付けで申請のあった川崎市農業経営高度化支援事業補助金につ

いては、川崎市農業経営高度化支援事業補助金交付要綱第 11 条第３項に基づき、次の

条件を付けて交付を決定します。 

 

     年  月  日 

 

川崎市長                

 

  交付決定金額          円 

条件 

１ 本補助金は、川崎市農業経営高度化支援事業補助金交付要綱の規定による目的以外の事

業に使用してはならない。 

２ 本補助金の交付決定を受けたときには、事業完成後、川崎市農業経営高度化支援事業完

成届（第９号様式）及び同実績報告書（第１０号様式）を提出すること。 

３ その他、川崎市農業経営高度化支援事業補助金交付要綱の規定を遵守すること。 

４                                      

（備考）当該通知に係る補助金の交付の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、通知を

受けた日から起算し１４日以内に申請の取り下げをすることができる。 

担当 

                       連絡先 
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第６－４号様式（第 11 条第３項関係） 

川崎市指令   第   号 

 

申 請 者 住 所                   

(法人にあっては本店又は主たる事務所の所在地) 

名     称                   

（代表者）氏名                   様 

 

川崎市農業経営高度化支援事業補助金（経営改善支援事業）不交付決定通知書 

 

   年  月  日付けで申請のあった川崎市農業経営高度化支援事業補助金につ

いては、川崎市農業経営高度化支援事業補助金交付要綱第 11 条第３項に基づき、内容

を審査した結果、不交付と決定しましたので、通知します。 

 

     年  月  日 

 

川崎市長                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当 

                       連絡先 
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第７－１号様式（第 13 条関係） 

 

川崎市農業経営高度化支援事業補助金 

交付変更（中止）申請書 

 

  年  月  日 

（宛先）川 崎 市 長 

申 請 者 住 所                  

(法人にあっては本店又は主たる事務所の所在地) 

名     称                  

（代表者）氏名                  

 

 

   年  月  日付け川崎市指令   第   号により川崎市農業経営高度化

支援事業補助金交付決定を受けたことについて、次のとおり変更（中止）しますの

で、川崎市農業経営高度化支援事業補助金交付要綱第 13 条に基づき関係書類を添えて

申請します。 

 

１ 変更（中止）の理由 

                                       

                                       

２ 添付書類 

                                       

（川崎市農業経営高度化支援事業補助金交付要綱別表第１又は第２に規定する書面

に変更があるときはその書面） 
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第７－２号様式（第 14 条関係） 

川崎市指令   第   号 

 

申 請 者 住 所                   

(法人にあっては本店又は主たる事務所の所在地) 

名     称                   

（代表者）氏名                   様 

 

川崎市農業経営高度化支援事業補助金 

交付変更（中止）決定通知書 

 

   年  月  日付けで申請のあった川崎市農業経営高度化支援事業補助金変更

（中止）承認については、川崎市農業経営高度化支援事業補助金交付要綱第 14 条に基

づき、次のとおり承認します。 

 

     年  月  日 

 

川崎市長                 

 変更の内容 

 承認後の交付決定金額          円 

条件 

１ 本補助金は、川崎市農業経営高度化支援事業補助金交付要綱の規定による目的以外の事

業に使用してはならない。 

２ 本補助金の交付決定を受けたときには、事業完成後、川崎市農業経営高度化支援事業完

成届（第９号様式）及び同実績報告書（第１０号様式）を提出すること。 

３ その他、川崎市農業経営高度化支援事業補助金交付要綱の規定を遵守すること。 

４                                      

担当 

                       連絡先 
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第８号様式（第 16 条関係） 

 

川崎市農業経営高度化支援事業 

着 手 届 

 

  年  月  日 

（宛先）川 崎 市 長 

補助事業者住所                  

(法人にあっては本店又は主たる事務所の所在地) 

名     称                  

（代表者）氏名                  

 

   年  月  日付け川崎市指令   第  号により交付決定通知のあった川

崎市農業経営高度化支援事業について、次のとおり着手したので、川崎市農業経営高

度化支援事業補助金交付要綱第 16 条の規定により届け出ます。 

 

事  業  種  目 
先端技術  作目転換  生産性向上  ６次産業化 

（該当するものに○） 

事  業  内  容  

施  工  箇  所  

事  業  費         円 

着 手 年 月 日   年  月  日 

完 成予 定 年 月 日   年  月  日 

備 考 
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第９号様式（第 17 条関係） 

 

川崎市農業経営高度化支援事業 

完 成 届 

 

  年  月  日 

（宛先）川 崎 市 長 

補助事業者住所                  

(法人にあっては本店又は主たる事務所の所在地) 

名     称                  

（代表者）氏名                  

 

   年  月  日付け川崎市指令   第  号により交付決定通知のあった川

崎市農業経営高度化支援事業について、次のとおり完成したので、川崎市農業経営高

度化支援事業補助金交付要綱第 17 条の規定により届け出ます。 

 

事  業  種  目 

【生産向上等支援事業】 

先端技術  作目転換  生産性向上  ６次産業化 

【経営改善支援事業】 

高付加価値・ブランド化  販路拡大  ６次産業化  マーケティング 

労働時間削減 

（該当するものに○） 

事  業  内  容  

施  工  箇  所  

事  業  費         円 

着 手 年 月 日   年  月  日 

完 成 年 月 日   年  月  日 

備 考 
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第 10 号様式（第 18 条第１項関係） 

 

川崎市農業経営高度化支援事業 

実 績 報 告 書 

 

  年  月  日 

（宛先）川 崎 市 長 

補助事業者住所                  

(法人にあっては本店又は主たる事務所の所在地) 

名     称                  

（代表者）氏名                  

 

   年  月  日付け川崎市指令   第  号により交付決定通知のあった農

業経営高度化支援事業については、次のとおり完了したので、川崎市農業経営高度化

支援事業補助金交付要綱第 18 条第１項の規定により報告します。 

 

添付書類 

１ 事業報告書 

２ 補助対象に係る支払いを証する書類の写し 

３ その他市長が必要と認める資料 
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 年 月 日 

事 業 報 告 書 

 

                          氏名   

                               

 

１ 事業実績の概要 

事  業  種  目 

【生産向上等支援事業】 

先端技術  作目転換  生産性向上  ６次産業化 

【経営改善支援事業】 

高付加価値・ブランド化  販路拡大  ６次産業化 

マーケティング  労働時間削減     （該当するものに○） 

事  業  内  容  

施  工  箇  所  

事 業 実 施 期 間   年  月  日  ～  年  月  日 

完 成 年 月 日   年  月  日 

備 考 

 

 

  



5 版 

２ 事業実施により得られた効果（見通し）、今後の取組について 

（１）事業の目的・概要 

 

 

 

（２）実施結果 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

（３）現状及び今後について 
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３ 資金計画（実績） 

（１）資金使途                           （単位：円） 

費 目 
申 請 額 

（消費税抜き額） 

実 績 額 

（消費税抜き額） 
摘 要 

     

    

    

    

    

補助対象経費の計①    

補助対象外経費   消費税等 

総事業費    

 

（２）資金調達                           （単位：円） 

費 目 計 画 値 実 績 値 摘 要 

 補助申請額（３）   千円未満切り捨て 

その他補助金額の計②   資金名： 

借入金    

自己資金    

総事業費   （１）の総事業費と同額 

 

（３）補助申請額 

      ｛補助対象経費の計（①）－その他補助金額の計（②）｝×１／２ 

＝       円（千円未満切り捨て） 

 
ただし、下記アからエまでを踏まえて確定額を記載すること。 
ア 補助率は補助対象経費の合計額（①）の１／２以内とする。 
イ 補助上限は交付決定額とする。 
ウ 千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。 
エ 国、県、その他団体から同様の補助金等を併用する場合、自己負担額（借入金含む） 

は、補助対象経費の合計額の１／４を下回らないこととする。  



第11号様式（第18条第２項関係）

　　　年　月　日

発注実績報告書

川崎市長　様

所在地 〒

企業・団体名

代表者 職名

氏名

１ 事業名

２ 発注実績（別添とすることも可）

　※対象経費のうち、100万円を超える工事、委託、物品購入に係る契約のみを記載してください。 （単位：円）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

３ 添付書類

（注）市内中小企業者の定義

　中小企業基本法（昭和38年法律第154号）第２条第１項各号のいずれかに該当し、市内に

主たる事務所又は事業所を有する者（原則として川崎市内に登記簿上の本店がある企業）

　※ただし、個人事業主については住所が川崎市内にある者

合計

　　年　月　日第 号で交付決定された事業について、川崎市農業経営高度化支援補助金交付要綱第18条
第２項に基づき、次のとおり報告します。

契約種別
(工事、委
託、物品)

契約名称 業者名
市内中小

の別
契約金額契約日

（２）市内中小企業者による入札又は２者以上の市内中小企業者から見積りを取得し難い事由
　　　がある場合は、入札（見積り）に係る理由書

（１）上記、契約結果の分かる書類の写し
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第 12 号様式（第 18 条第３項関係） 

誓  約  書 

私は、次の案件の入札に参加または見積書の提出を行うにあたり、当社が

川崎市内に主たる事務所又は事業所を有する中小企業基本法（昭和 38 年法

律第 154 号）第２条第１項各号のいずれかに該当する中小企業者であること

を誓約します。 

 

 案件名                         
※本誓約書に虚偽の記載があった場合には、上記案件に係る入札・見積り等の契約手続 

から除外または契約を解除する場合があります。 

 

【参考】 

○中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号） 

（中小企業者の範囲及び用語の定義）  

第二条 この法律に基づいて講ずる国の施策の対象とする中小企業者は、おおむね次の各号に掲げるもの

とし、その範囲は、これらの施策が次条の基本理念の実現を図るため効率的に実施されるように施策ごと

に定めるものとする。 

一 資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社

及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種（次号から第四号までに掲げる業種を除

く。）に属する事業を主たる事業として営むもの 

二 資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及

び個人であつて、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの 

三 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社

及び個人であつて、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの 

四 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会

社及び個人であつて、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの 

○川崎市内企業の定義  

川崎市内に主たる事務所又は事業所を有する企業（原則として川崎市内に登記簿上の本店がある企業、

個人事業主については住所が川崎市内にあるもの）をいう。 

 

                           年  月  日  

 （あ て 先） 

  補助事業者名  

補助事業者の代表者名   

 

          住   所                      

          商号又は名称                     

           （ふりがな）                  

          代表者職氏名                  

          資本金の額          円 

          職員総数           人 

              （※代表者・役員を含む常時雇用されている人数を記入してください。） 



第13号様式（第18条第４項関係）

　　　年　月　日

入札（見積り）が行えないことに係る理由書

（※辞退届を含む。）

※複数の理由に当てはまる場合は、（１）から（６）の順に最初に当てはまる１つの理由を選択してください。

（注）市内中小企業者の定義
　中小企業基本法（昭和38年法律第154号）第２条第１項各号のいずれかに該当し、市内に主たる事務所又は
事業所を有する者（原則として川崎市内に登記簿上の本店がある企業）
　※ただし、個人事業主については住所が川崎市内にある者

企業・団体名

代表者 職名

氏名

３．提出する見積書の種類及び数量

１． １００万円を超える工事請負・物品の購入・業務委託の契約について、市内中小企業者による
　　入札又は２者以上の市内中小企業者からの見積書の取得が行えない契約

２．発注先

４．市内中小企業者による入札又は２者以上の市内中小企業者からの見積書の取得が行えない理由

（４）継続的に行っている既存設備のメンテナンスや工事の施工における保証等で、特定
　　　業者でなければアフターサービス等に支障がある

（３）特殊な技術や経験・知識を特に必要とするもので、市内中小企業者では目的が達成で
      きない

（２）２者以上の市内中小企業者で取扱いがない

 市内中小企業者による見積書

 市内中小企業者以外による見積書

通

通

（６）上記以外の事由（事由内容を下記に記載）

（１）市内中小企業者で取扱いがない

（５）工事を発注する場合で、発注する仕様に定める施工中や施工後の保証内容等を
　　　含め、市内中小企業者では対応できないもの

　（６）の理由を選択した場合、その事由内容

　川崎市農業経営高度化支援事業補助金交付要綱第12条に定める市内中小企業者による入札又は２者以上の市内中小企
業者からの見積書の取得により難い理由について、十分な調査を行った結果、上記理由に該当すると判断いたしまし
た。上記理由に該当しないことが明らかになった場合、交付された助成金の全部または一部を返還いたします。
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第 14 号様式（第 19 条第２項関係） 

  川   第   号 

  年  月  日 

 

川崎市農業経営高度化支援事業補助金 

交付確定通知書 

 

申 請 者 住 所                   

(法人にあっては本店又は主たる事務所の所在地) 

名     称                   

（代表者）氏名                   様 

 

 

                       川崎市長          

 

 

   年  月  日付けで実績報告のありました川崎市農業経営高度化支援事業補

助金について、川崎市農業経営高度化支援事業補助金交付要綱第 19 条第２項に基づ

き、次のとおり補助金交付額を確定したので通知します。 

 

１ 交付決定額          円 

２ 確 定 額          円 

 

 

 

 

 

担当 

                       連絡先 

 


